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  親子の面会交流を実現する全国ネットワーク 
 

〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木９５ スタジオＺ 
e-mail : info@oyakonet.org  HP : http：//oyakonet.org/ 
会員  入会金500円 ・ 会費 2000円   
ジャパンネット銀行 すずめ支店 店番号002 普通預金 口座番号4794211 
口座名義人  親子の面会交流を実現する全国ネットワーク 

 今号の巻頭の挨拶は、運営委員会で組織を担当しています、私、大谷がお届けします。普段は定例会の会
場準備や、会員への連絡、広報活動などを担当しています。 
 さて、今21号は11月12日に行われたコリン・ジョーンズ氏の出版記念講演会の様子をメインにお届けしま
す。詳しい報告は、当該紙面を是非ご覧になってください。 
 その講演会から、あっという間に一ヶ月経ち、年末を迎えてしまいます。この時期は、なにかとイベント
も多く、我々にとっては、子どもたちのそばにいてあげられない侘しさに胸が痛くなる時分でもあります。 
 しかし、考えてみてください。子どもに会えない悲しみに、背中を丸めて小さくなる母親をもし、子ども
たちが知る機会があったとして、果たしてそれで子どもたちは喜ぶでしょうか。あるいは、父親が、子供に
会えないつらさにじっと耐えることを業だと思って、人生の楽しみをもあえて遠ざけることで子どもたちが
幸せになれるものでしょうか。私はそうは思いません。いつか、監護親と非監護親間の不平等な関係性や、
公正さを欠いた日本の現社会は、他の多くの先進諸外国がそうであるように、きっと是正されます。その時
に、健康で明るい父親・母親が、自分たちを出迎えてくれた方が、子どもたちはよっぽど嬉しいのではない
でしょうか。 
 必ずやってくる、息子と過ごせる冬休みのためにスキーを教えられるようなカッコいいお父さんや、きっ
と訪れる、娘と過ごせる正月には御節の味を教えてあげられる素敵なお母さんが、親子ネット会員に増えて
ほしいと思います。 
 話は変わりますが、年末に向けて、スポーツの明るい話題がニュースをにぎわしています。今のプロスポ
ーツ選手たちの多くは、専属のメンタルトレーナーをつけているケースが多いようです。トレーナーは選手
たちの持つポテンシャルをより効果的に成績につなげるために「イメージする力」をサポートします。優れ
たプロ野球選手は、バッターボックスに入ったときに、打てなかった場合の心配よりも、自分がどのような
打球を放ち、その後いかにして出塁し、さらにはそれによってゲームがどのように展開して勝利に到るのか
をイメージしています。 
 そういった意味で、私たちにとってイメージすべき姿はどのようなものでしょうか。ハーグ条約加盟後の
日本ですか。それとも共同親権が法制化された社会でしょうか。まさか、元妻を出し抜くことや、元夫に制
裁を加えることではないはずです。大切なのは、その先に私たち親が皆、子どもたちの豊かな人生に関わっ
て、彼らの健全な成長に貢献していくことです。 
 やりきれないほど胸が苦しくなることはあっても、私たちは、強くならなくてはいけません。心を強くし、
団結を強くして、そして子どもたちと過ごせる時間を強く、強く信じ、イメージしましょう。子どもたちと
支障なく会えるようになったその先に、子どもたちに何を話し、何を教え、どうやって成長を見守るのか。
父親として、夢を実現させる方法を、母親として、愛することのすばらしさを、どうやって子どもたちに伝
えるのかを思い描きましょう。強い信念が希望を引き寄せるのだと信じています。 
 皆さんの事情は本当に千差万別、いろいろあるかとは思います。どうか、新しい年は皆さんの強い信念を
一つにして、本当の意味で、子どもたちのための、明るく健全で公正な社会を実現させましょう。 

運営委員（組織担当） 大谷格司 

運営委員リレー巻頭言Ⅱ：組織担当から皆さんへ 
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[1] 会議の開催日時と場所と開催趣旨 

 親子ネットでは、平成23年11月12日に「子どもの連

れ去り問題」について、コリン・ジョーズ先生の講演

会等を開催しましたので、会員の皆様に御報告させて

いただきます。 

[2] 先生の紹介 

 先生は、ニューヨーク州およびグアム準州の弁護士

であり、現在は同志社大学法科大学院教授としてアメ

リカ契約法等の講義をされています。 

 また、先生は、「子どもの連れ去り問題（平凡社・

刊）」を今年の3月15日に出版されていて、日本の家

族法にも精通されています。その理由はぜひ本書を御

覧いただければと思います。 

 なお、弁護士で大学の教授！だから、権威の塊で強

面の気難しい方なんだろうなと思う方もいるかもしれ

ませんが、暖かみのある表情とやわらかい口調で挨拶

をされると、大間違いだったことに気づかされます。

（おまけに背が高くてスマートです！）…ちょっと話

がそれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご講演中のジョーンズ先生 

 

[3] 会場の状況 

 講演会は、北の丸公園内の科学技術館で開催されま

した。私は駅から武道館の前を通って行ったのですが、

晴天のためか親子連れがたくさんいて、とても楽しそ

うに過ごしていました。ふと、その景色に溶け込みた

くなり、武道館前の売店でアイスを買いました。でも、

いざその場に座ろうとすると、なんとなく違和感が出

てくるのです。で、どこで食べようかと考えながら歩

いていると、Ｉさんがベンチで弁当を広げていたので、

御一緒させていただきました。私とＩさんは、近況を

話しながら今日の講演会を前に、改めて親子の交流の

問題解決を誓いました！…また、話がそれました。 

 会場は１００人超を収容できる会議室であったにも

係わらず、ほぼ満席となりました。会員の方、遠方の

方、当事者の両親、弁護士、マスコミ等と多彩な顔ぶ

れでした。これは、「子どもの連れ去り問題」につい

ての関心の高さの現れといってよいでしょう。 

親子ネット講演会 

コリン・ジョーンズ先生出版記念講演会 

[4] 概要 

 講演会は二部構成で開催しました。 

 第Ⅰ部のジョーンズ先生の講演では、先生の新著

「子どもの連れ去り問題～日本の司法が親子を引き裂

く～」の内容を中心として、我が国で起きている親子

引き離し問題の実態、日本と諸外国の比較、ハーグ条

約の問題など、離婚と子どもの養育に関わる法律の問

題、法運用の問題を幅広くお話しいただきました。 

 第Ⅱ部では、「親子が引き裂かれないようにするに

はどうすればよいか」と題して、ジョーンズ先生の他

に、弁護士２名、保育士および司法書士有資格者の計

４名の有識者と親子ネットの藤田代表がコメンテータ

ーに加わり、子どもの連れ去り問題を解決するにはど

うしたらいいのか、法律、政治、教育など様々な視点

からの意見を出していただきました。 

 また、フロアからのコメントや質問など、活発な発

言があり、予定の時間を超えても発言が相次ぎました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント中の江川弁護士（中央）と柏木弁護士（右隣） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木副代表と討論中の梅津保育士（左） 

 

[5] 感想 

 先生の講演で、特に私が印象的であったのは、「子

どもの福祉」、「子どもの利益」を所管とする役所・

役人の安易な自己満足が大敵であるという点です。 

〔３ページへ続く〕 
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〔２ページより〕 

 「親の子に対する責任は重大だが、公的機関の責任

が親、子へ転嫁されるときの手法に敏感になろう」と

いう先生の提言は、この問題に携わる多くの関係者

（先生は他人と表現されていました。裁判官、弁護士、

行政、政治家など）が最も認識しなければならないこ

とでしょう。  

 そして、パーフェクトな親はいないがパーフェクト

なお役所、政策及び方針はないこと、子どもの福祉の

実現は「点」ではなく「プロセス」であること、問題

のある親でも子にとって一生の存在であることを関係

者（他人）がもっと意識するべきという点は、非常に

的を得たものであったと感じました。 

 今般、民法第７６６条が改正されました。また、現

在、ハーグ条約の批准に向けて関係事頄が審議されて

いて、国内法についても議論が始まっていると聞いて

います。 

 関係者（他人）にはこのことをよく理解して頂くこ

とを期待して、また、実質的な親子の交流が可能とな

るシステムの構築に向けて、親子ネットでは活動をし

ていければ良いと思います。 

 

[6] 私事 

 さて、私は、平成22年7月に妻が別居と同時に子供

達（当時小３、小５）を連れ去ってしまいました。平

成23年6月に調停を結び、幸いにも子供達に会うこと

が可能となっています（問題を抱えていますが）。私

は当事者になるまでこのような問題を全く知らず途方

に暮れましたが、親子ネットを知って本当に助けられ

ました。 

 その私が今年から運営委員として携わっているのは、

Ｈ氏の「何かできることはありませんか？」の一言か

らだったかと思います。世の中を変えるために何か手

助けできればいいと、思っていますので、今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

[7] 謝辞 

 最後に、このような講演会を開催できたのは、手弁

当で運営に携わっている中心的な運営委員の努力もあ

りますが、各会員の皆様の切実な願いが後押しとなっ

ているのは言うまでもありません。 

 参加された方、遠方や所要で出席できなかった会員

の方々には改めて感謝を申上げるとともに、今後とも

親子ネットの活動に忚援をよろしくお願いします。 

 （渡辺隆之） 

感想 親子ネットへの意見 

・現状のシステム、制度についてどこに問題があり直すべきか検討すること
は大変重要だと思います。今回のような講演会、議論が繰り返し出来ると
良いと思います。 

・法改正のため、子どもと会えるようになるため、頑張
って活動してください。応援しています。 

・大変良い時間を過ごすことが出来ました。 ・講演会の人選、定例会はじめ、会報、HPなどの日頃
の活動、本当にありがとうございます。 

・とてもいい勉強になりました。ただ私はまだまだ勉強不足で難しいお話が
多々ありました。 

・今後も共同養育実現のため頑張りましょう。私も勉
強させて頂き、ご協力出来ればと思います。 

・参考になる知識を得られたり、辛い現状の中共感できる貴重な有意義な
講演会でした。ジョーンズ先生ご本人の細かい話も聞け、他パネラーの皆さ
ん、弁護士の方々をはじめ梅津様の話し、興味深かったです。両親を愛し、
気を遣う幼い子ども連れ去りという中で、そんな子どもを守るケア出来る代
理人や児童相談所のあり方、子どもに沿った行政、世の中を望みます。 

・両親双方と会うことは子どもの養育によい。片方の
親との面会を妨害することは虐待だ。これらについて
児童心理学の立場から再検討するとさらに説得力が
増すと思います。頑張りましょう。 

・日本の民法については大変勉強になりました。ハーグ条約についてもう少
し詳しく聞けたら良かったです。 

・いつもHPをみております。今後も盛んな活動を期待
しています。 

・コリン先生、保育士、弁護士、司法書士など立場の異なる方々のご意見
が聞けて参考になりました。 

・法改正のため、子どもと会えるようになるため、頑張
って活動してください。応援しています。 

コリン・ジョーンズ先生講演会への参加者のコメント 

親子ネット講演会シリーズ２ 

 親子ネットでは、「引き離し被害当事者および支援していただける有識者の方々との連携・連帯」と、「国民に向けた、親子引
き離しの現状報告と、共同養育社会実現のための啓蒙」を目的として、講演会シリーズを開催します。 
 第２回では、親子引き離しに悪用されている「おかしなDV」と、その根拠となる「おかしな診断書」の問題について、相手方が
裁判所に提出した「リアル証拠」を基に、弁護士、医師、臨床心理士などの専門家の協力を得て、問題点を議論します。 
裁判所や弁護士会、医師会に対して、「悪用ＮＯ！」、「適正な判断基準の作成と適正な運用を！」の声をあげましょう。 
 

   日 時： ２月１９日（日） 13:00～16:30 （予定）  
   場 所： 文京シビックセンター スカイホール 東京都文京区春日1－16－21 
   参加費： 1,500円 （資料代含む） 
                                                      問い合わせ： 090-1052-7281（藤田） 

親子引き離しの元凶 『ＤＶ悪用』『診断書悪用』を追及する！ 
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 平成23年23年6月3日に、「離婚・別居後の非監護親と子との面会交流」の文言が明記された第766条

を含めた、民法等の改正が官報に告示されました。制定にあたっては、当時の江田五月法務大臣から

「可能な限り家庭裁判所は親子の面会交流ができるように努めることが、この法律の意図するところで

ある」という答弁も出されています。 

 施行は平成24年4月1日となりますが、すでに最高裁判所事務総局家庭局長から、「第177回国会衆参

議院法務委員会議事録を参考に、面会交流に配慮せよ」とする異例の通達が、高等裁判所長官、地方裁

判所長、家庭裁判所長宛に出されています。 

 しかしながら、この民法改正が成立して以降も、問題となる審判結果が次々と報告されています。中

には、「法務大臣が国会で何を言おうと関係ない」と発言された裁判官もいたという報告もあります。

さらに、調査官による調査では、別居夫婦の監護権について、別居開始時の最初の連れ去りが問題であ

ると認め、双方の監護能力に問題ないとしながら、結局は連れ去った側の親に現状追認で監護を認める

結論を出した報告書もあります。これは、裁判所が、「親権・監護権を欲しければ、違法な連れ去りを

して、子を確保しなさい」と勧めて、親子の絆を破壊する一端を担っているのにほかなりません。 

  3月11日の東日本大震災での悲惨な経験から、私たちは様々なことを学びました。その中で最も重要

なことは、被災された人々を守るために、地方行政、警察、消防、自衛隊、医療関係、民間企業、そし

て市民ボランティアや海外からの支援部隊といった様々な人々が、それぞれの所属も立場も越えて協力

し、分かち合うことの大切さではなかったでしょうか。被災者家族や社会の絆を守るためには、見守り、

手を差し延べる側の絆も大切なのです。 

 親子の面会交流の問題も同じです。立法と司法が手を携えて動かなければ、将来を担う子ども達を守

り、育てることはできないのです。親子は、日本国を形成している最も小さな単位の社会です。この小

さな社会を守ることができずに、１億２千万人が暮らす日本国という国の社会を導くことなどできませ

ん。三権分立とは、立法と司法がまったく別の方向に進むことではなく、異なる視点、異なる立場から

同じ目標に向かって協調して歩んでいくことを意味していると自覚すべきです。 

 民法第766条に記された「子の福祉」とは何なのでしょうか。たとえ不幸にして離婚となるにせよ、

監護能力に問題がないのであれば、なぜ共同監護となるような配慮がなされないのでしょうか。離婚と

なる最後の瞬間まで、そして離婚となった後であっても、双方の親から平等に愛情を受けることこそが、

子供の成長に最も大切な福祉的配慮ではないでしょうか。家庭裁判所関係者は、自らがそのような裁定

をすることが、連れ去りという虐待行為を防止し、「片親疎外」と呼ばれる子どもの精神疾患を防ぐ最

大の方策だと気付かなければいけないのです。 

  私たち、別居・離婚後に愛する子どもと引き離されている非監護親は、立法趣旨に同意せず、最高

裁判所の通達をも無視する、このような裁判官や調査官の姿勢に強く抗議し、以下の3点の即時実施を

要望します。 

1. 家庭裁判所調査官は、子の「連れ去り」「引き離し」への知識の習得に努め、これらの行為の子へ

の悪影響を前提とした調査を行わなければなりません。「連れ去り」「引き離し」が存在したと考

えられる時には、「引き離し期間」の片親疎外の影響を考慮し、単に現在の子の状況を調査するの

ではなく、別居前後の子の状況把握に努め、その結果を基に判断しなければならないのです。 

2. 子どもの健全な成長を考えれば、別居・離婚後も双方の親に会い、双方の親の影響下で成長するこ

とが望ましいのは明らかです。そのためには、親権者や監護権者は、相手方への寛容性がより高い

親に与えられるべきものです。それは、寛容性が高い親に与えることで、双方の親が子どもとの安

定した関係を維持しやすくなるからに他なりません。 

3. 未だ離婚しておらず、監護能力に遜色がなく、法的に親権・監護権の制限を受けていない別居親の

場合には、監護親・非監護親という概念ではなく、主監護親・従監護親という概念を導入すること

を提案します。家族の再同居の可能性も考え、できる限り双方の親の監護日数を平等にすべきです。

万一、離婚となるにせよ、その時までは双方の親から平等に愛情を受けることが、子の福祉に叶う

唯一の方法だからです。 

以上 

親子の絆を守るために 家庭裁判所へのアピール 
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 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約

（仮称）」を実施するための子の返還手続き等の整備

に関する中間とりまとめ（以下、中間案）に関して、

外務省及び総務省が、9月30日から10月31日まで意見

募集しました。その結果が、両省より11月末頃に発表

されました。 

 私が、最初に、この中間案をみて驚いたのは、面会

交流に関して、「我が国においては、面会交流の取決

めの審判及び調停の手続が用意されており、ハーグ条

約第21条に規定する接触の権利（rights of access）

について、特段、裁判手続に関係する規律を設けない

ものとしても、国内手続を利用することが可能である

から、ハーグ条約の精神に反することにはならないと

考えられる」と書かれていたことです。 

 この文言を目にした時、「外国人が日本で面会交流

調停を申立てた場合も、日本人当事者と同様で、監護

親の拒否感情が強ければ子どもに会うことすら叶わず、

諸外国と同程度（従たる監護者に年間100日程度）の

面会交流などできるはずもないのに、何故こんなふざ

けたことが書けるのだろう」という憤りにも近い感情

を抱きました。よって、先に実施した「面会交流及び

子どもの変化に関する実態調査報告」を根拠に（１）

日本における連れ去り認定を変更すべきである。

（２）面会交流に関する法律を新たに設けるべきであ

る。（３）間接強制を認めず直接強制にすべきである。

（４）配偶者間のDVを即、返還拒否事由にすべきでな

い。という４つの主張をした意見書を親子ネットとし

て提出しました。 

 しかし、もっともデータが揃っていて、且つ強く主

張した「面会交流」に関する意見は、意見公募の報告

には掲載されていませんでした。残念な結果です。他

の団体からも、提出した意見書の重要メッセージが掲

載されていないなどの嘆きの声も伝わってきますので、

小さな懸念はありましたが、もしかしたら、この意見

公募は両側の当事者の“ガス抜き”の場として用意さ

れたものであったのかもしれません。 

 親子ネットでは、個人の意見も出してくださるよう

呼びかけましたが、皆さんが個人で出された意見書は、

いかがでしたか。 

 「連れ去り」から一年以上経過してしまった人には、

ハーグ条約は適用されません。ですので、過去に日本

に子どもを連れ去られた外国人は、日本で面会交流を

申し立てるしかないのですが、諸外国と同等の年間

100日程度の面会交流が保障されなければ納得がいか

ないでしょう。しかし日本の現状では、年間12日子ど

もと会えれば良い方です。法務省にとって不都合なデ

ータを出したから、取りあげてもらえなかったのかも

しれません。日本は1994年に子どもの権利条約に批准

していますが、第9条3頄にある「締約国は、児童の最 

ハーグ条約中間案に関する「パブリックコメント」振り返り 

善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双

方から分離されている児童が定期的に父母のいずれと

も人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重す

る」という条頄は、裁判所の独自の解釈により、無視

されたままです。ハーグ条約で同じ過ちをおかしては

なりません。 

 米国・カナダ・英国、フランス、オーストラリア、

ニュージーランドは日本政府へ、子どもを連れ出した

側に有利にならないような国内法整備を求める意見書

を共同で提出しました。パブリックコメントに、外国

の政府が見解表明するのは、極めて異例のことです。

それだけ、日本の批准に関心が高いということだと思

います。上述の調査報告書は、共同で意見書を提出し

た6カ国の大使館宛にも送付し、有効活用するよう要

請しました。 

 法務省には205件、外務省には168件の意見が寄せら

れ、おそらくその半数、あるいはそれ以上、子どもに

会えない（会いにくい）当事者からの意見が寄せられ

たであろうと予想されますので、今後も国会審議など

でも取り上げていただけるよう国会議員への働きかけ

を続け、近い将来のハーグ条約加盟を機に、国内のル

ールを国際社会のルールに変更させていかねばならな

いと思っています。 

 昨今のマスコミ報道をみても、まだまだハーグ条約

への誤解からくる偏向が目立ちます。おかしな報道に

対しては抗議し、良い記事には賛辞を送ることは私た

ちでも可能です。私たち自身ができることを粘り強く

やっていくことが、ハーグ条約の骨抜きを防止し、国

内法の整備に繋がることだと信じて頑張っていきまし

ょう。 

 （藤田尚寿） 



6 

 去年12月発行の「引き離し15号」では、子どもと離

れて過ごさなければならないクリスマスに、贈り物だ

けでも届けたいけど、相手方に受け取ってもらえない

…、つき返される、破棄される…、そんな悩みを抱え

ていらっしゃる当事者へ「サンタクロースからの手

紙」をご紹介しました。 

 今年は「引き離し」発行が17日になったので、会報

がお手元に届くころには、残念ながらそうした企画も

申込みが締切られてしまっています。唯一間に合いそ

うなのが、メールアドレスが分かる方限定になってし

まいますが、JAXAの企画で「超高速インターネット衛

星『きずな』メール配信プロジェクト、宇宙からメリ

ークリスマス！2011」で、本文はすべて固定された

｢きずな｣からのメッセージとなります。その方がかえ

って受け取ってもらいやすく都合がよいかもしれませ

んね。 （http://www.satnavi.jaxa.jp/xmas2011/）

その締切りも、2011年12月21日（水）午後5時となっ

ています。メール便でお送りする「引き離し」がお手

元に届くのが21日くらいになってしまう方もいらっし

ゃるでしょう。間に合わなかった場合は大変申し訳ご

ざいませんが、「きずな」メール配信プロジェクトの

次のバレンタインデー企画が当該HPで発表されるのを

待つことといたしましょう。 

 さて、今号では表題の「Wish List」についてお話

したいと思います。 

 欧米の多くの国の子どもたちは、クリスマス時期に

なると、幼稚園や家で「My Wish List」というのを作

るそうです。イヴの夜忙しいサンタさんが「この子に

は何がいいだろう」と迷って手間取らないように、自

分の欲しいものを欲しい項番にリストアップしたもの

をツリーに掛けておくなどしてサンタさんにアピール

するのです。アメリカのテキサス州の幼稚園で、子ど

もが「My Wish List」を作ってきた時、このシステム

を初めて知り、いかにも合理的で双方に利点のある方

法だなぁ…、と感心したものでした。 

 もう8年も前のことになりますが、長女の「My Wish 

List」には、「HELLO KITTY」（キティちゃんグッ

ズ）や「シンデレラのドレス」など、5歳の女の子ら

しいかわいらしいリクエストが羅列してありました。

7番目か8番目には「妹と遊ぶ」という頄目もあって、

一通り出尽くした後に付け足した感じが子どもらしい

発想だと思ったのと、それでもちゃんと妹のことを思

い出してくれた、長女らしく次女を思いやる気持ちが

感じられて微笑ましいと思ったことを覚えています。 

そんなクリスマスの暖かいエピソードも今ではすっか

り過去の話で、今は直接子どもたちに何が欲しいかを

聞くこともできなくなってしまいました。それでも、

子どもたちそれぞれの年齢が欲しがりそうなもの、 

Wish List 

「Wish List」に書きそうなものを、誕生日やクリス

マスには自分なりにリサーチして工夫してカードを付

けて送っています。 

 私のリサーチの方法は、もっぱらインターネット頼

りで、おもちゃメーカーのいくつかのHP、通販HP等を

見ます。男女別、年齢別、カテゴリー（知育玩具、キ

ャラクター、ゲーム、スポーツ用品等）などに分かれ

ていたり、2011トイ・オブ・ザ・イヤー、2011バイヤ

ーのお勧め、売れ筋ランキング等有用な情報がたくさ

んあり、たったひとつのプレゼントがきっと見つかり

ます。 

 たとえ、プレゼントを受け取った感想を直接子ども

から聞くことができなくても、子どものことを思い、

選び、贈るというプロセスを経たそのたったひとつの

“物”には、親の思いがこもっており、それを手にし

た子どもはその親の思いを感じとることができるはず

です。 

  

 もし、あなたが「My Wish List」を作るとしたら、

何をリストアップされますか？ 

 子どもに会えない（会いづらい）当事者の皆様であ

れば、1番は「子どもに会えるようになること」もし

くは「親子関係の再構築」と書かれるのではないでし

ょうか。私も一番欲しい“もの”はやはり「子どもた

ちとの関係再構築」です。 

 では、親子ネットにとってはどうでしょうか？会員

の皆様の願いがすなわち団体としての願いであると思

います。皆様の願い、それはちょうど理念に掲げてい

る「親子が自然に会える社会」の実現でありますから、

原点に立ち返ることになります。 

 こうして、大人も個人や団体で「Wish List」を作

成することで、自分が手に入れたいものを整理したり、

優先項位をつけることができ、来年度の目標を策定す

るのにも役立つと思います。 

 最後は、オノ・ヨーコさんの言葉で締めくくりたい

と思います。 

「ひとりで見る夢はただの夢、みんなで見る夢は現実

になる。Make a wish together!」 

（鈴木裕子） 
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 私が勤務した子ども家庭支援センターには、毎日

それぞれ決まった時間にやって来る常連さんが多か

った。 

 常連さんは「家にいても話し相手はいないし、ち

ょっとした心配ごとでも先生（スタッフ）に聞ける

し、子どもをいちいち追いかけなくても安心して遊

ばせられる場所」と、子ども家庭支援センターの

「設置目的」を“完璧”に理解していた。 

 もうすぐ3歳になるKくん親子は常連のひとり…あ

る日のこと、Kくんが遊びだすと、お母さんが「先生、

私、もう子育てに疲れちゃった」とぽつりとつぶや

いた。しばらくして、昨日の夕食でのできごとを話

し出した。好き嫌いのあるKくんの食事作りはお母さ

んの悩みのタネである。それなのに、Kくんが「食べ

ない」「いらない」とぐずぐず言うので、お母さん

もつい大きな声をあげてしまった。ご主人は「いい

じゃないか、食べたくないならムリしなくても…」

と言い、子どもを甘やかすので許せなくなった。つ

いつい「あなたはいつも…」と、日頃の不満を爆発

させてしまったが、ご主人はのれんに腕押し…「怒

るだけ疲れちゃった」と目から涙がこぼれた。こん

な時は、「お母さんもつらかったね」と母親の気持

ちをくみ取ってあげることが大切で、うなずきなが

らひたすら話を聞くのが基本である。やがて、Kくん

のお母さんは、「話を聞いてもらえるのはセンター

だけ…。でも、私の気持ちわかってくれる人がいる

と思うと救われた気持ちになるわね」とすっきりし

た笑顔で帰っていった。 

 生後7カ月のRちゃん親子もセンターの常連。Rちゃ

んは“育児書通り”の絵に描いたような項調な発育

で、育児の悩みなんて何もなさそうである。ある日、

おすわりしているRちゃんの頭をなでながら、「ねえ、

先生、この子の頭尐し変形してない？治るかし

ら？」…お母さんは後頭部の変形が気になるらしい。

私は、「そうね、確かに尐し斜めかしら？でも、形

が気になるのは今だけ…。あと3～4年もしたら“中

味”が気になるから…」と忚えると、Rちゃんのお母

さんは「ハハハ…、確かにそうかもね！！」と大笑

いをして「相談」は終わりになった。 

 子育てに必要なことは、そばにいて話を聞いてく

れる人がいること、そして、「大丈夫だよ」と声を

かけてもらうことである。ご飯を食べないとか、後

頭部が尐し斜めとか、そんなささやかな不安が積も

り積もって「夫婦の危機」となっていかないように

…。 

（NPO法人 保育支援センター 理事長） 

 

子育ての危機管理 
             梅津 なみえ 
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【手帳にメモして】 
 

■ 親子ネット１月定例会 
日時：1月21日（土）14:00～17:00 
場所：神奈川近代文学館会議室 
■ 親子ネット講演会シリーズ２「親子
引き離しの元凶『ＤＶ悪用』『診断書悪
用』を追及する！」 
日時・場所：2月19日(日)13:00～16:30 
文京シビックセンター スカイホール 
問合せ：090-1052-7281（藤田） 
■ 親子ネットＮＡＧＡＮＯ相談会 
日時：毎月第3土曜日 13:30～16:30 
※変更の際は事前にブログ等で告知。 
場所：親子ネットNAGANO事務局（長野県
白馬村）または電話相談（スカイプ対
忚）も可能。出張相談所の開設も可。 
相談料：無料。ただし、運営協力費とし
て１時間1,500円、１時間を超える場合
は１時間毎に500円の加算、子どもから
の相談は運営協力費は不要。 
※24時間前までに予約をお願いします。 
問合せ：kodomokenri@gmail.com 
■ くにたち子どもとの交流を求める親
の会定例会 
自助活動:毎月第1木曜日19:00～ 
会議：毎月第3木曜日 19:00～ 
場所：スペースF（国立市中3-11-6） 
問合せ：042-573-4010（スペースF内） 
■ SOS!会えない親子のホットライン 
日時：第3木曜日 19:30～21:30 
問合せ：042-573-5791（くにたち子ども
との交流を求める親の会） 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

【活動日誌】 
 

10/30 さいたま市議会で「父母の別居・   
   離婚後の子との面会交流の環境整 
   備を求める意見書」を採択 
10/31 「国際的な子の奪取の民事上の側 
   面に関する条約（仮称)」を実施 
   するための子の返還手続等の整備 
   に関する中間取りまとめの意見募 
   集（法務省）へ、代表名で意見書  
   提出 
10/31 「国際的な子の奪取の民事上の側 
   面に関する条約（仮称）」（ハー 
   グ条約）を実施するための中央当 
   局の在り方に関するパブリックコ 
   メントの実施（外務省）へ、代表 
   名で意見書提出 
11/ 6 親子ネット運営委員会 
11/12 コリン・ジョーンズ先生出版記念 
   講演会「子どもの連れ去り問題」 
      を考える 
11/27 TBS「NEWS 23」の偏向報道につい 
   て、放送倫理・番組向上機構へ、 
   代表名で要請書送付 
12/ 3 親子ネット運営委員会 
12/17 親子ネット定例会 

【編集後記】 
 

■早いもので、また年の瀬が巡ってきま
した。ジングルベルを歌いながら、娘と
手をつないでご近所のイルミネーション
を見て歩いてから、もう４回目のホリデ
ィシーズンを迎えています。 
■今年も色々なことがありましたが、何
と言っても東日本大震災でしょう。ゆっ
くりとした揺れが次第に大きくなって、
机や冷蔵庫が滑るように移動し、書棚の
ガラス戸が砕けた時の驚き。そして、地
元茨城沖の余震で聞いた、足下の地面が
泣き叫ぶような地鳴りの恐ろしさを、い
まだに忘れることができません。 
■大震災は、多くの人命と財産を奪って
いきました。被災者の悲しみは如何ばか
りかと思います。けれども、建築物も、
流通システムも、そして政治も原発も、
全てが崩壊したとも言えるこの大惨事の
中で、私たち日本人が全世界に示したの
は、国民一人一人が持ち合わせていた謙
虚さと明日にかける希望の力でした。繰
り返されてきた地震や噴火、台風などの
災害が、私たち日本人を、我慢強く、し
なやかな国民に育ててきたのでしょう。 
■私たちの問題に関しても、幾つかの進
展がありました。民法が一部改正され、
面会交流が大切なものと議論されるよう
になったこと、そしてハーグ条約への参
加へ向けた準備も進み始めました。内容
的にはまだまだ不満だらけですが、もの
ごとが動き始めたことを素直に喜びたい
と思います。 
■今、日本は政治も経済も、そして国民
の意識も、大きなパラダイムシフトの時
を迎えているのではないでしょうか。後
藤富士子弁護士の最近の文章に、「未婚
や離婚も含め、全ての子どもに対し『父
母の共同子育て』を保障する政策を推進
し、『カネ至上主義』『カネ万能主義』
に偏向しない、質実剛健な『男女共同子
育て支援』策を実施すべき」との記述が
あります。大震災の後に、被災地の随所
に見られた助け合いの精神や、家族の絆
こそが、守るべき最も大切なものであっ
たのだと、国民も国家も気づき、変わっ
ていくことを強く望みます。 
■後藤氏は、日本の家事事件の現状とし
て、「単独親権制がもたらす悲惨な紛争
と親子の不幸を理解せず、『ＤＶでっち
上げ』をゴリ押しし、『親権妨害』を違
法でないと言い張る等々リーガルマイン
ドが欠如した法曹」を原因に挙げていま
す。親子ネットでは、２月１９日に、こ
の「虚偽ＤＶ」「虚偽診断書」問題を取
り上げたシンポジウムを開催します。皆
様のご参加をお待ちしています。 
■それでは、皆様良いお年を！ 

（印旛一帆） 

 【マスコミ】 
 

10/27 日本人による子供連れ去りは100件  
      米国（産経新聞） 
10/27 米国人と離婚訴訟中の日本人女性 
      「子供連れ去り」で逮捕 懲役20年 
      の可能性も（産経新聞） 
10/27 国際離婚：親権妨害容疑 米国で 
      日本人女性逮捕（毎日新聞） 
10/27 長女連れ帰り、国際離婚の日本女 
      性 が 米 で 拘 束 （ 読 売 新 聞 ） 
10/29 The plight of Japan's left- 
      behind parents～日本の子どもと 
      引き裂かれる親の苦悩（ニュージ 
      ーランド ヘラルド紙） 
11/ 3【eアンケート】ハーグ条約「共同 
      親権制へ移行」58％ 
11/ 8 ハーグ条約加盟で意見書 米など6 
      カ国が日本に（U.S. FrontLine） 
11/10 6カ国がハーグ条約加盟に関して要 
      望（The Japan Times） 
11/11 日米首脳会談：関係修復に4課題- 
      12日に（毎日新聞） 
11/13 首相「通常国会にハーグ条約関連 
      法案提出」日米首脳会談（日本経 
      済新聞） 
11/13 国際離婚の闇…子供“連れ去り” 
      兵庫の女性が米国で身柄拘束され 
      たワケ（産経新聞） 
11/13【APEC】日米首脳会談要旨（産経新 
      聞） 
11/14 首相、通常国会に加盟に向けたハ 
      ーグ条約承認案を提出する準備を 
      進めているとオバマ大統領に説明 
      （毎日新聞） 
11/14 日米首脳会談：対米配慮「宿題」 
      に答え 米「さらに努力を」（毎日 
      新聞） 
11/22 娘連れ帰り、邦人女性に“娘を戻 
      す”判決（日テレNews24） 
11/22 長女「連れ去り」認める 離婚の 
      邦人女性（日刊スポーツ） 
11/22 国際離婚トラブル：「連れ帰り」 
      日本女性、禁錮刑回避で司法取引  
      長女は米国に（毎日新聞） 
11/23 “連れ去り”邦人女性 娘を米国 
      に戻すのに合意（テレビ朝日） 
11/24 ハーグ条約を実施するための中央 
   当局のあり方に関する意見募集の 
   取りまとめ結果発表（外務省） 
11/28 ハーグ条約を実施するための子の 
   返還手続等の整備に関する中間取 
   りまとめに関する意見募集の結果 
   （法務省） 
12/ 2 スイス政府が共同親権法案を提出 
   へ（swissinfo. ch） 
12/13 「子ども連れ去り」で飛び出した 
   裁判官のトンデモ発言（週刊朝日) 
12/13 調査官クビを求められた最高裁長 
      官『官僚の責任』(サンデー毎日) 
 

親子の面会交流を実現する全国ネットワーク 会員募集 
 

私たちは、離婚しても離れて暮らす親子が普通に会えるように、共同親権や、面会交流の法制化を求めています。また、交流を絶たれている親子の面会
が実現するように、裁判所の運用の改善や、親子面会交流への支援を求めて活動しています。双方の親に子どもを養育する権利があり、子どもには双
方の親から養育を受ける権利があります。親同士が一緒にいても別れても、それは変わりません。私たちは、共同親権法制化を目指して、地方議会への
陳情や請願、司法や国会への働きかけ、情報交換を行っています。また、親子の交流を絶たれた当事者に情報提供を行っています。ホームページやブ
ログの運営の他、会報「引き離し」を隔月で発行しています。一緒に活動してくれる仲間を募集しています。ぜひ親子ネットにご参加ください。         
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